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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表示部と板状部材を同時に視認し易くすること
ができる表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置１は、開口部を有する筐体１０ａ
と、開口部を介して表示面１１が露出するように筐体１
０ａに収容されたフラットパネル１０ｂ（表示部の一部
）と、筐体１０ａに設けられた、書込み可能な右側ホワ
イトボード部２０及び左側ホワイトボード部３０（書き
込み可能な２つの板状部材）と、右側ホワイトボード部
２０及び左側ホワイトボード部３０の照度を計測する、
複数（例えば８つ）の照度センサを含む計測手段と、該
計測手段での計測結果に基づいてフラットパネル１０ｂ
の輝度を調整するコントローラ（調整手段）と、を備え
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する筐体と、
　前記開口部を介して表示面が露出するように前記筐体に収容された表示部と、
　前記筐体に設けられた、書込み可能な少なくとも１つの板状部材と、
　前記板状部材の照度を計測する計測手段と、
　前記計測手段での計測結果に基づいて前記表示部の輝度を調整する調整手段と、を備え
る表示装置。
【請求項２】
　開口部を有する筐体と、
　前記開口部を介して表示面が露出するように前記筐体に収容された表示部と、
　前記筐体に設けられた、書込み可能な少なくとも１つの板状部材と、
　前記板状部材の照度を計測する計測手段と、
　前記板状部材を照明する照明手段と、
　前記計測手段での計測結果に基づいて前記表示部の輝度及び前記照明手段の出力の少な
くとも一方を調整する調整手段と、を備える表示装置。
【請求項３】
　前記調整手段は、前記計測手段での計測結果及び前記表示部の輝度に基づいて前記照明
手段の出力を調整することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記調整手段は、前記表示部の輝度と前記板状部材の照度の相関関係を参照して前記調
整を行うことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記計測手段は、前記板状部材の照度を計測する複数の照度センサを含むことを特徴と
する請求項１～４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の照度センサは、前記板状部材の外縁の複数箇所にそれぞれ配置されているこ
とを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記調整手段は、前記複数の照度センサのうち少なくとも２つの照度センサの計測値の
平均値を用いて前記調整を行うことを特徴とする請求項５又は６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの板状部材は、
　前記筐体の一側部の周りに回動可能な第１の板状部材と、
　前記筐体の他側部の周りに回動可能な第２の板状部材と、を含み、
　前記複数の照度センサは、
　前記第１の板状部材の照度を計測する少なくとも１つの第１の照度センサと、
　前記第２の板状部材の照度を計測する少なくとも１つの第２の照度センサと、を含み、
　前記調整手段は、前記第１及び第２の照度センサの計測値に応じて前記表示部の輝度を
前記表示面内で異ならせることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の表示装
置。
【請求項９】
　前記表示部は、タッチパネル機能を有することを特徴とする請求項１～８のいずれか一
項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記板状部材は、ホワイトボード又は黒板であることを特徴とする請求項１～９のいず
れか一項に記載の表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、表示部を備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示部を備える表示装置が知られている（例えば特許文献１、２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　書き込み可能な板状部材を従来の表示装置に取り付けると、表示部と板状部材を同時に
視認し難くなることが懸念される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、開口部を有する筐体と、前記開口部を介して表示面が露出するように前記筐
体に収容された表示部と、前記筐体に設けられた、書込み可能な少なくとも１つの板状部
材と、前記板状部材の照度を計測する計測手段と、前記計測手段での計測結果に基づいて
前記表示部の輝度を調整する調整手段と、を備える表示装置である。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、表示部と板状部材を同時に視認し易くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は、それぞれ一実施形態の表示装置の閉じ形態及び開
き形態を斜め前方から見た図である。
【図２】表示装置の開き形態の上面図である。
【図３】図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、最大開き角度が１３５°に設定されているときのホ
ワイトボード部の開閉動作を説明するための図（その１～その３）である。
【図４】表示装置の開き形態を斜め後方から見た図である。
【図５】図４の矩形枠ｂで囲まれた部分の拡大図である。
【図６】表示装置の配置例（その１）を示す図である。
【図７】表示装置の配置例（その２）を示す図である。
【図８】図８（Ａ）～図８（Ｃ）は、最大開き角度が１８０°に設定されているときのホ
ワイトボード部の開閉動作を説明するための図（その１～その３）である。
【図９】ホワイトボード部を閉じ位置で筐体に固定する手段を説明するための図である。
【図１０】照度センサの別の配置例を説明するための図である。
【図１１】ホワイトボード部を照明する照明手段が設けられた例を説明するための図であ
る。
【図１２】表示装置が有するタッチパネルを説明するための図（その１）である。
【図１３】タッチパネルの受発光手段の構成を示す図である。
【図１４】タッチパネルを説明するための図（その２）である。
【図１５】ペン型入力装置の構成を説明するための図である。
【図１６】表示装置の主要部を模式的に示す図である。
【図１７】表示装置の制御系の構成を示す図である。
【図１８】制御系のコントローラ及びタッチパネルの構成、機能を示すブロック図である
。
【図１９】ペン型入力装置による入力位置の座標を検出する方法を説明するための図であ
る。
【図２０】図２０（Ａ）及び図２０（Ｂ）は、３つのペン型入力装置が発光しているとき
に４つの受発光手段で受光される光量を示す図である。
【図２１】非発光体による入力位置の座標を検出する方法を説明するための図である。
【図２２】４つの受発光手段からの光が非発光体により遮られているときに４つの受発光
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手段で受光される光量を示す図である。
【図２３】図２３（Ａ）は、変形例１の座標検出装置を説明するための図（その１）であ
り、図２３（Ｂ）は、１つのペン型入力装置が発光しているときに２つの受発光手段で受
光される光量を示す図である。
【図２４】図２４（Ａ）は、変形例１の座標検出装置を説明するための図（その２）であ
り、図２４（Ｂ）は、２つの受発光手段からの光が１つの非発光体により遮られていると
きに２つの受発光手段で受光される光量を示す図である。
【図２５】図２５（Ａ）は、変形例２の座標検出装置を説明するための図（その１）であ
り、図２５（Ｂ）は、２つのペン型入力装置が発光しているときに３つの受発光手段で受
光される光量を示す図である。
【図２６】図２６（Ａ）は、変形例２の座標検出装置を説明するための図（その２）であ
り、図２６（Ｂ）は、３つの受発光手段からの光が２つの非発光体により遮られていると
きに３つの受発光手段で受光される光量を示す図である。
【図２７】ペン型入力装置による入力と非発光体による入力が同時に行われるときの座標
検出方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【０００８】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は、それぞれ一実施形態の表示装置１の閉じ形態と開き形態
を示す斜視図である。
【０００９】
　表示装置１は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、ディスプレイ部１０、座
標検出装置２４、右側ホワイトボード部２０、左側ホワイトボード部３０、キャスター付
きスタンド４０などを備えている。
【００１０】
　ディスプレイ部１０は、略矩形の前面に開口部を有する筐体１０ａと、該開口部を介し
て略矩形の表示面１１が露出するように筐体１０ａに収容されたフラットパネル１０ｂ（
例えば液晶パネルやプラズマパネルなど）とを含む。ディスプレイ部１０は、コントロー
ラ６０（図１６～図１８参照）によって制御される。なお、以下では、表示面１１に向か
って右側を「右側」とし、表示面１１に向かって左側を「左側」として説明する。
【００１１】
　また、ディスプレイ部１０は、キャスター付きスタンド４０により、表示面１１が鉛直
方向に略平行になるように支持されている。
【００１２】
　フラットパネル１０ｂは、表示機能を有するのに加えて、座標検出装置２４による検出
対象の座標が入力される座標入力領域（タッチパネル領域）が設定されている。
【００１３】
　すなわち、フラットパネル１０ｂ及び座標検出装置２４を含んで、タッチパネル機能を
有する表示部が構成されている。
【００１４】
　座標検出装置２４は、表示面１１に対する指示入力手段による入力位置の座標を検出す
る。なお、「入力位置」は、発光型もしくは非発型の指示入力手段が表示面１１に接触も
しくは近接した位置を意味する。
【００１５】
　さらに、専用のペン型入力装置１００の可動ペン先１２０（図１５参照）を表示面１１
に接触させることにより表示面１１に文字や図形などを書き込むことができる。
【００１６】
　ペン型入力装置１００は、可動ペン先１２０が表示面１１に接触されると、筆記検知信
号を無線信号（例えば赤外線）として発信する。
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【００１７】
　コントローラ６０は、ペン型入力装置１００からの筆記検知信号をペン信号受信部２１
０（図１７及び図１８参照）を介して受信すると、座標検出装置２４により検出された座
標に書き込まれた文字や図形等を表示面１１に表示する。
【００１８】
　また、ペン型入力装置１００は、他端の可動ペン尻１３０（図１５参照）が表示面１１
に接触されると、筆記検知信号とは異なる消去検知信号を無線信号（例えば赤外線）とし
て発信する。
【００１９】
　コントローラ６０は、ペン型入力装置１００からの消去検知信号をペン信号受信部２１
０（図１７及び図１８参照）を介して受信すると、座標検出装置２４により検出された座
標に書き込まれた文字や図形等を表示面１１から消去する。すなわち、消去処理を行う。
【００２０】
　この消去処理としては、コントローラ６０により、検出された座標を背景と同じ色（例
えば、白色）とする表示処理が行われる。
【００２１】
　右側ホワイトボード部２０は、表示面１１の一部（ここでは右半分）を覆う閉じ位置と
該一部を露出させる開き位置との間で回動可能に筐体１０ａに設けられている（図２、図
４参照）。
【００２２】
　詳述すると、右側ホワイトボード部２０は、筐体１０ａの右側部に、表示面１１の縦辺
に略平行な軸を持つ上下に並ぶ２つのヒンジ４００Ａ、４００Ｂを介して接続されている
。
【００２３】
　また、右側ホワイトボード部２０は、開き位置に位置するときに２つの右側固定手段１
０００Ａ、１０００Ｂによって筐体１０ａに固定される。右側固定手段１０００Ａ、１０
００Ｂは、実質的に同一の構成を有する。
【００２４】
　左側ホワイトボード部３０は、表示面１１の残部（ここでは左半分）を覆う閉じ位置と
該残部を露出させる開き位置との間で回動可能に筐体１０ａに設けられている（図２、図
４参照）。
【００２５】
　詳述すると、左側ホワイトボード部３０は、筐体１０ａの左側部に、表示面１１の縦辺
に略平行な軸を持つ上下に並ぶ２つのヒンジ５００Ａ、５００Ｂを介して接続されている
。
【００２６】
　また、左側ホワイトボード部３０は、開き位置に位置するときに２つの左側固定手段２
０００Ａ、２０００Ｂによって筐体１０ａに固定される。左側固定手段２０００Ａ、２０
００Ｂは、実質的に同一の構成を有する。
【００２７】
　表示装置１において、右側及び左側ホワイトボード部３０、３０の筐体１０ａに対する
開き角度が略０°の形態が前述した「閉じ形態」（図１（Ａ）参照）であり、開き角度が
所定角度θ（例えば１３５°）の形態が前述した「開き形態」（図１（Ｂ）参照）である
。なお、９０°＜θ＜２７０°であることが好ましい。
【００２８】
　ここで、各ホワイトボード部は、例えばマーカー等の筆記具を用いて両面に書込み可能
である。このため、表示装置１が閉じ形態と開き形態のいずれであっても、各ホワイトボ
ード部に書き込みを行うことが可能である。
【００２９】
　以上の説明から分かるように、表示装置１は、閉じ形態において「ホワイトボード」と
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して機能し、開き形態において「ホワイトボード付きタッチパネル搭載ディスプレイ」と
して機能する。
【００３０】
　そこで、例えば、表示装置１を起動してから、ディスプレイ部１０に対して書き込み可
能（タッチパネル機能が動作可能）になるまでは、各形態において、各ホワイトボード部
に書き込みを行うことができる。また、例えば、ディスプレイ部１０のタッチパネル機能
に不具合が生じても、各形態において、各ホワイトボード部に対して書込みを行うことが
できる。要するに、各形態において、タッチパネル機能が動作していないときにも、各ホ
ワイトボード部に対して書込みを行うことができる。
【００３１】
　さらに、表示装置１では、上述した固定手段を導入することにより、開き形態における
ホワイトボード部への安定した書込みを実現している。
【００３２】
　なお、右側固定手段と左側固定手段は、取付姿勢が異なる点を除いて、同様の構成及び
取付構造を有するので、以下では、右側固定手段（代表的に右側固定手段１０００Ａ）及
びその取付構造についてのみ、図２の部分拡大図（図２における矩形枠ａで囲まれた部分
の模式的な拡大図）である図３（Ｃ）と、図４の部分拡大図（図４における矩形枠ｂで囲
まれた部分の拡大図）である図５を用いて詳細に説明する。
【００３３】
　ここで、図３（Ｃ）及び図５に示されるように、筐体１０ａの右端部には、支持部材３
０００が例えばビス止めにより固定されている。
【００３４】
　支持部材３０００の右端面には、ヒンジ４００Ａの一方のヒンジ部材４００Ａ－１と、
ヒンジ４００Ｂの一方のヒンジ部材４００Ｂ－１が例えばビス止めにより固定されている
。
【００３５】
　右側固定手段１０００Ａは、支持部材３０００の右端面に例えばビス止めにより固定さ
れた取付金具１０１０と、該取付金具１０１０に台座１０２５（図５参照）を介して固定
された磁石１０２０と、右側ホワイトボード部２０の一側の端面に例えばビス止めにより
固定された磁性部材１０３０とを含む。
【００３６】
　なお、磁石１０２０は台座１０２５に固定、保持され、台座１０２５が取付金具１０１
０に例えばビス止めされている。
【００３７】
　磁性部材１０３０の端面には、ヒンジ４００Ａの他方のヒンジ部材４００Ａ－２と、ヒ
ンジ４００Ｂの他方のヒンジ部材４００Ｂ－２が例えばビス止めにより固定されている。
なお、図３において、ヒンジ部材４００Ｂ－１、４００Ｂ－２は、それぞれヒンジ部材４
００Ａ－１、４００Ａ－２の裏側に隠れている。
【００３８】
　ここでは、ヒンジ部材４００Ａ－１とヒンジ部材４００Ａ－２は、鉛直軸周りに相対回
動可能に連結されている。また、ヒンジ部材４００Ｂ－１とヒンジ部材４００Ｂ－２は、
鉛直軸周りに相対回動可能に連結されている。
【００３９】
　結果として、本実施形態では、右側及び左側ホワイトボード部３０、３０は、それぞれ
筐体１０ａに対して鉛直軸周りに回動可能となっている。なお、ホワイトボード部の回動
軸は、鉛直軸に対して傾斜していても良い。
【００４０】
　そこで、閉じ位置に位置する右側ホワイトボード部２０（図３（Ａ）参照）を開き方向
に回動させると（図３（Ｂ）参照）、その開き角度が所定角度θ（例えば１３５°）にな
ったとき（図３（Ｃ）参照）、磁性部材１０３０が磁石１０２０に突き当たって回動が阻
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止されるとともに、磁性部材１０３０が磁石１０２０に引き付けられる。この結果、開き
形態において右側ホワイトボード部２０が筐体１０ａに対して固定される。これにより、
開き形態における右側ホワイトボード部２０に対する書込み時の押圧の反動が抑制され、
右側ホワイトボード部２０の揺れが抑制され、安定した書込みを行うことが可能となる。
なお、仮に開き形態において右側ホワイトボード部２０が筐体１０ａに対して固定されな
い場合には、右側ホワイトボード部２０に対する書込み時の押圧の反動で右側ホワイトボ
ード部２０に特に回動方向の揺れが生じ、安定した書込みを行うことが困難となる。
【００４１】
　なお、右側ホワイトボード部２０は、開き角度が所定角度θになったとき、右側固定手
段１０００Ａによって回動が阻止され固定されると同時に右側固定手段１０００Ｂによっ
ても回動が阻止され固定される。
【００４２】
　このように、右側固定手段１０００Ａ、１０００Ｂのペアは、右側ホワイトボード部２
０の最大開き角度を所定角度θ（例えば１３５°）に規定する機能と、右側ホワイトボー
ド部２０を筐体１０ａに固定する機能を併せ持つ。以下では「所定角度θ」を「最大開き
角度θ」とも呼ぶ。
【００４３】
　また、左側ホワイトボード部３０を開き方向に回動させ、その開き角度が所定角度θ（
例えば１３５°）になったときにも、開き形態において左側ホワイトボード部３０が筐体
１０ａに対して固定される。これにより、開き形態における左側ホワイトボード部３０に
対する書込み時の押圧の反動が抑制され、左側ホワイトボード部３０の揺れが抑制され、
安定した書込みを行うことが可能となる。なお、仮に開き形態において、左側ホワイトボ
ード部３０が筐体１０ａに対して固定されない場合には、左側ホワイトボード部３０に対
する書込み時の押圧の反動で左側ホワイトボード部３０に特に回動方向の揺れが生じ、安
定した書込みを行うことが困難となる。
【００４４】
　なお、左側ホワイトボード部３０は、開き角度が所定角度θになったとき、左側固定手
段２０００Ａによって回動が阻止され固定されると同時に左側固定手段２０００Ｂによっ
ても回動が阻止され固定される。
【００４５】
　このように、左側固定手段２０００Ａ、２０００Ｂのペアは、左側ホワイトボード部３
０の最大開き角度を所定角度θ（例えば１３５°）に規定する機能と、左側ホワイトボー
ド部３０を筐体１０ａに固定する機能を併せ持つ。
【００４６】
　一方、各ホワイトボード部が２つの固定手段によって開き位置で固定された状態から、
該ホワイトボード部に、２つの磁性部材に対する２つの磁石の引力に抗する閉じ方向の外
力を作用させることで、該２つの磁性部材を対応する２つの磁石から引き離し該ホワイト
ボード部を閉じ方向に回動させることができる。
【００４７】
　ここで、図６に示されるように、表示装置１が部屋（例えば会議室、教室等）の隅に配
置されるような場合には、各ホワイトボード部の最大開き角度θを略１３５°に設定する
ことが好ましい。
【００４８】
　一方、図７に示されるように、表示装置１が部屋（例えば会議室、教室等）の一壁に沿
って配置されるような場合には、各ホワイトボード部の最大開き角度θを略１８０°に設
定することが好ましい。
【００４９】
　また、表示装置１は、前述の如くキャスター付きスタンド４０に支持されているため、
部屋内での移動や、部屋間での移動が容易である。
【００５０】
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　そこで、表示装置１では、その配置状況に応じて、各ホワイトボード部の最大開き角度
θを変更可能となっている。
【００５１】
　すなわち、表示装置１では、支持部材３０００に対する取付金具１０１０の取付姿勢と
、取付金具１０１０に対する磁石１０２０の取付位置を変えることにより、開き形態を規
定する（決める）最大開き角度θを変更可能となっている。
【００５２】
　具体的には、２つの最大開き角度θを例えば１３５°と例えば１８０°のいずれかに選
択的に設定できるよう取付金具１０１０の形状に工夫が凝らされている。
【００５３】
　詳述すると、取付金具１０１０は、金属製又は合金製の平板状の基材をその表面内の平
行な２つの直線に沿って異なる折り曲げ角度で折り曲げた形状（２つの折り曲げ部を含む
形状）を有している（図３及び図５参照）。すなわち、取付金具１０１０では、２つの折
り曲げ部の一方の折り曲げ部が一端部分１０１０ａと中間部分１０１０ｂにより形成され
、他方の折り曲げ部が中間部分１０１０ｂと他端部分１０１０ｃにより形成されている。
なお、図３では、２つの折り曲げ部は、折り曲げ方向が異なっているが、同じであっても
良い。
【００５４】
　取付金具１０１０の一方の折り曲げ部を形成する一端部分１０１０ａと中間部分１０１
０ｂは１３５°の角度を成しており、他方の折り曲げ部を形成する中間部分１０１０ｂと
他端部分１０１０ｃは９０°の角度を成している。
【００５５】
　そして、最大開き角度θを１３５°に設定する場合には、図３に示されるように、磁石
１０２０が取り付けられた台座１０２５（図３では不図示、図５参照）を一端部分１０１
０ａにビス止めし、かつ中間部分１０１０ｂを支持部材３０００にビス止めする。
【００５６】
　一方、最大開き角度θを１８０°に設定する場合には、図８に示されるように、磁石１
０２０が取り付けられた台座１０２５（図８では不図示、図５参照）を他端部分１０１０
ｃにビス止めにより磁石１０２０を固定し、かつ中間部分１０１０ｂを支持部材３０００
にビス止めにより固定する。
【００５７】
　この場合に、閉じ位置に位置する右側ホワイトボード部２０（図８（Ａ）参照）を開き
方向に回動させると（図８（Ｂ）参照）、その開き角度が所定角度θ（例えば１８０°）
になったとき（開き形態になったとき、図８（Ｃ）参照）、磁性部材１０３０が磁石１０
２０に突き当たって回動が阻止されるとともに、磁性部材１０３０が磁石１０２０に引き
付けられる。この結果、開き形態において右側ホワイトボード部２０が筐体１０ａに対し
て固定される。これにより、開き形態における右側ホワイトボード部２０に対する書込み
時の押圧の反動が抑制され、右側ホワイトボード部２０の揺れが抑制され、安定した書込
みが可能となる。なお、仮に開き形態において、右側ホワイトボード部２０が筐体１０ａ
に対して固定されない場合には、書込み時に右側ホワイトボード部２０に特に回動方向の
揺れが生じ、安定した書込みを行うことが困難となる。
【００５８】
　また、左側ホワイトボード部３０を開き方向に回動させ、その開き角度が所定角度θ（
例えば１８０°）になったとき（開き形態になったとき）にも、左側ホワイトボード部３
０が筐体１０ａに対して固定される。これにより、開き形態における左側ホワイトボード
部３０に対する書込み時の押圧の反動が抑制され、左側ホワイトボード部３０の揺れが抑
制され、安定した書込みを行うことが可能となる。なお、仮に開き形態において、左側ホ
ワイトボード部３０が筐体１０ａに対して固定されない場合には、書込み時に左側ホワイ
トボード部３０に特に回動方向の揺れが生じ、安定した書込みを行うことが困難となる。
【００５９】
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　以上の説明から分かるように、取付金具１０１０は、２つの開き形態をそれぞれ規定す
る２つの最大開き角度θのいずれかを選択的に設定する最大開き角度設定部材として機能
する。
【００６０】
　なお、取付金具１０１０の着脱や、取付金具１０１０に対する磁石１０２０の着脱は、
ドライバーを用いたビス穴に対するビスの着脱により、容易に行うことができる。
【００６１】
　また、取付金具は、必ずしも折り曲げることにより作製される必要はなく、例えば、金
属製又は合金製の平板状の複数の基材を溶接等により接合して作製しても良い。
【００６２】
　また、取付金具の折り曲げ部の数を３つ以上にすることにより、３つ以上の開き形態に
対応することも可能である。
【００６３】
　また、磁石１０２０は、取付金具１０１０に代えて、直接又は間接的にホワイトボード
部に取り付けられても良い。この場合、取付金具１０１０には、最大開き角度設定部材と
しての機能に加えて、磁性体としての機能が要求される。すなわち、取付金具１０１０の
材料には、磁性体を用いる必要がある。この磁性体として極力剛性が高いものが好ましい
。
【００６４】
　磁石１０２０をホワイトボード部に直接又は間接的に取り付ける場合、図３や図８から
分かるように、ホワイトボード部の最大開き角度を変更する際、取付金具１０１０の取付
姿勢を変更するだけ良く、ホワイトボード部に対する磁石１０２０の取付位置を変更する
必要がない。このため、最大開き角度θの変更作業が容易となる。
【００６５】
　図９に示されるように、筐体１０ａの開口部の縁の上部及び下部の中央より右側の部位
には、右側ホワイトボード部２０の上角部及び下角部にそれぞれ取り付けられた磁性部材
４０００Ａ、４０００Ｂに対応する位置にそれぞれ磁石５０００Ａ、５０００Ｂが取り付
けられており、右側ホワイトボード部２０が閉じ位置に位置するときに２つの磁性部材４
０００Ａ、４０００Ｂが対応する２つの磁石５０００Ａ、５０００Ｂに接触し引き付けら
れ、右側ホワイトボード部２０が閉じ位置で固定される。逆に、閉じ位置に位置する右側
ホワイトボード部２０に２つの磁石５０００Ａ、５０００Ｂの引力に抗する開き方向の外
力を作用させることで、右側ホワイトボード部２０を開き方向に回動させることができる
。
【００６６】
　また、筐体１０ａの開口部の縁の上部及び下部の中央より左側の部位には、左側ホワイ
トボード部３０の上角部及び下角部にそれぞれ取り付けられた磁性部材６０００Ａ、６０
００Ｂに対応する位置にそれぞれ磁石７０００Ａ、７０００Ｂが取り付けられており、左
側ホワイトボード部３０が閉じ位置に位置するときに２つの磁性部材６０００Ａ、６００
０Ｂが対応する２つの磁石７０００Ａ、７０００Ｂに接触し引き付けられ、左側ホワイト
ボード部３０が閉じ位置で固定される。逆に、閉じ位置に位置する左側ホワイトボード部
３０に２つの磁石７０００Ａ、７０００Ｂの引力に抗する開き方向の外力を作用させるこ
とで、左側ホワイトボード部３０を開き方向に回動させることができる。なお、上記とは
逆に、筐体１０ａに磁性部材を取り付け、かつホワイトボード部に磁石を取り付けても良
い。
【００６７】
　なお、各ホワイトボード部を開き位置や閉じ位置において筐体１０ａに固定する手段は
、上述したような磁石と磁性部材を含む手段に限られず、要は、各ホワイトボード部が開
き位置や閉じ位置に位置するときに該ホワイトボード部を筐体１０ａに固定する手段であ
れば良い。
【００６８】
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　以上、右側及び左側ホワイトボード部３０、３０がいずれも閉じ位置に位置する閉じ形
態と、右側及び左側ホワイトボード部３０、３０がいずれも開き位置に位置する開き形態
で表示装置１を使用する場合について説明したが、例えば表示面１１を使用しない場合や
、表示面１１の右半分又は左半分のみを使用するような場合には、右側及び左側ホワイト
ボード部３０、３０の一方が閉じ位置に位置し他方が開き位置に位置する半閉じ形態（半
開き形態）で表示装置１を使用することも可能である。但し、表示装置１が左右対称とな
る閉じ形態又は開き形態で用いる方が装置のバランスの観点から好ましい。
【００６９】
　図１（Ｂ）に戻り、右側ホワイトボード部２０の４隅（４つの頂点）には、それぞれ４
つの照度センサ９５、９６、９７、９８が右側ホワイトボード部２０の内側の面（閉じ形
態において表示面１１と対向する面）の照度を計測可能に設けられている。左側ホワイト
ボード部３０の４隅にも、それぞれ４つの照度センサ９１、９２、９３、９４が左側ホワ
イトボード部３０の内側の面（閉じ形態において表示面１１と対向する面）の照度を計測
可能に設けられている。なお、各ホワイトボード部の照度は、表示装置１が使用される部
屋の照明設備、該部屋に差し込む太陽光等に依存する。
【００７０】
　各照度センサは、例えばフォトダイオードやフォトトランジスタを含んで構成される。
【００７１】
　各照度センサは、ホワイトボード部の内側の面側に露出する状態で該ホワイトボード部
に埋め込まれることが好ましい。この場合、外観デザインに影響せず、またユーザによる
ホワイトボード部に対する筆記動作の邪魔にならない。なお、各照度センサを、少なくと
も一部がホワイトボード部から突出するように設けても良い。
【００７２】
　また、照度センサは、ホワイトボード部の隅（頂点）に限らず、要は、該ホワイトボー
ド部の内側の面の照度を計測可能な位置に設けられれば良い。但し、ホワイトボード部の
内側の面における筆記可能な部分の面積をできるだけ確保する観点から、照度センサは上
記のようにホワイトボード部の隅を含む外縁に設けられることが好ましく、例えばホワイ
トボード部の各辺部の両端（ホワイトボード部の外縁に沿って隣り合う２つの頂点）の間
の部分に設けられても良い。また、ホワイトボード部に設けられる照度センサの数も適宜
変更可能である。すなわち、各ホワイトボード部の照度を計測する照度センサの個数は、
単数でも良いし、複数でも良い。
【００７３】
　各照度センサで計測されたホワイトボード部の照度情報（各照度センサの計測値）は、
コントローラ６０に送られる。
【００７４】
　ここで、各ホワイトボード部とディスプレイ部１０に対してユーザが感じる明るさ感を
近似させる（好ましくは一致させる）ために、ホワイトボード部の照度とディスプレイ部
１０の輝度（より詳細にはフラットパネル１０ｂの輝度）の相関関係が予め取得され、コ
ントローラ６０が有する記憶部（例えばメモリやハードディスク）にテーブルとして保存
されている。
【００７５】
　上記相関関係は、ユーザが感じる明るさ感が近似する（好ましくは一致する）ホワイト
ボード部の照度とディスプレイ部１０の輝度の対応関係を意味する。
【００７６】
　上記相関関係は、事前に官能評価を実施し、定めておけば良い。なお、官能評価に代え
て、ホワイトボード部の反射特性を予め測定しておき、ホワイトボード部の照度とディス
プレイ部１０の輝度の相関関係を計算することによって求めても良い。いずれの場合も、
ホワイトボード部とディスプレイ部１０を見るユーザの位置、周囲の明るさ等によってユ
ーザが感じる明るさ感が変わるため、使用状況、使用環境等を考慮することが好ましい。
なお、ホワイトボード部の明るさ感は、該ホワイトボード部の照度と反射率に依存する。
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ディスプレイ部１０の明るさ感は、ディスプレイ部１０の輝度に依存する。
【００７７】
　コントローラ６０は、記憶部に保存された上記相関関係を参照し、各照度センサの計測
値に応じてディスプレイ部１０の輝度を適切な輝度に設定する。具体的には、例えばディ
スプレイ部１０の輝度を、上記相関関係において、全ての照度センサの計測値の平均値に
対応する輝度に設定する。コントローラ６０は、ディスプレイ部１０の輝度をフラットパ
ネル１０ｂの画素毎もしくは複数の画素から成る画素ブロック毎に調整可能である。ここ
では、フラットパネル１０ｂの全画素で均一な輝度に設定する。
【００７８】
　この結果、ユーザがディスプレイ部１０とホワイトボード部を同時に見たときの明るさ
感が近似もしくは一致し、視認性が向上する。
【００７９】
　なお、コントローラ６０は、右側ホワイトボード部２０に設けられた４つの照度センサ
９５、９６、９７、９８の計測値の平均値からディスプレイ部１０の右端の輝度を決定し
、左側ホワイトボード部３０に設けられた４つの照度センサ９１、９２、９３、９４の計
測値の平均値からディスプレイ部１０の左端の輝度を決定し、ディスプレイ部１０の輝度
をフラットパネル１０ｂの画素毎もしくは画素ブロック毎に左右方向になだらかに（単調
に）変化させても良い。
【００８０】
　また、コントローラ６０は、右側ホワイトボード部２０の上端、左側ホワイトボード部
３０の上端にそれぞれ設けられた照度センサ９５、９６、９１、９２の計測値の平均値か
らディスプレイ部１０の上端の輝度を決定し、右側ホワイトボード部２０の下端、左側ホ
ワイトボード部３０の下端にそれぞれ設けられた照度センサ９７、９８、９３、９４の計
測値の平均値からディスプレイ部１０の下端の輝度を決定し、ディスプレイ部１０の輝度
をフラットパネル１０ｂの画素毎もしくは画素ブロック毎に上下方向になだらかに（単調
に）変化させても良い。
【００８１】
　さらに、コントローラ６０は、上述のようにしてディスプレイ部１０の右端、左端、上
端、下端の輝度を決定し、ディスプレイ部１０の輝度をフラットパネル１０ｂの画素毎も
しくは画素ブロック毎に上下左右に２次元的に変化させても良い。
【００８２】
　なお、上記では、照度センサは、ホワイトボード部に設けられているが、これに限らず
、要は、ホワイトボード部の内側の面の照度を計測可能な位置に設けられれば良い。例え
ば、図１０に示される変形例（その１）の表示装置１´のように、筐体１０ａの右側壁に
２つの照度センサ１９５、１９７を開き形態において右側ホワイトボード部２０の内側の
面の照度を計測可能に設け、筐体１０ａの左側壁に２つの照度センサ１９２、１９４を開
き形態において左側ホワイトボード部３０の内側の面の照度を計測可能に設けても良い。
【００８３】
　また、照度センサをホワイトボード部及びディスプレイ部１０の双方に設けても良い。
例えば、照度センサを、各ホワイトボード部の４隅と筐体１０ａの右側部及び左側部の上
下方向の中間部に設けても良い。
【００８４】
　また、上記では、ディスプレイ部１０の輝度をホワイトボード部の照度に近似もしくは
一致させているが、この場合にはホワイトボード部の照度が低いとディスプレイ部１０の
輝度も低くなり、視認性が低下することが懸念される。
【００８５】
　そこで、ホワイトボード部の明るさ感をディスプレイ部１０の明るさ感に近似もしくは
一致させても良い。
【００８６】
　具体的には、図１１に示される変形例（その２）の表示装置１´´のように、右側ホワ
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イトボード部２０の上端に照明手段としての蛍光灯１６５を右側ホワイトボード部２０の
内側の面を照明するように取り付けるとともに、左側ホワイトボード部３０の上端に照明
手段としての蛍光灯１６０を左側ホワイトボード部３０の内側の面を照明するように取り
付け、コントローラ６０が照度センサの計測値及びディスプレイ部１０の輝度（現在の輝
度）に応じて上記相関関係を参照して各蛍光灯の出力を調整することにより各ホワイトボ
ード部の照度を調整するようにしても良い。
【００８７】
　このような構成を採用することにより、ホワイトボード部の明るさ感をディスプレイ部
１０の明るさ感に合わせることができ、ディスプレイ部１０の輝度を下げる必要がなく、
視認性の低下を抑制できる。なお、上記実施形態のようにディスプレイ部１０の明るさ感
をホワイトボード部の明るさ感に合わせる場合には、例えばディスプレイ部１０の輝度が
高過ぎる場合に、ディスプレイ部１０の輝度をホワイトボード部の照度に応じた適切な輝
度に下げることができる。
【００８８】
　なお、表示装置１´´では、蛍光灯は、ホワイトボード部の上端に沿って配置されてい
るが、これに限らず、例えばホワイトボード部の下端や右端や左端に沿って配置されても
良い。
【００８９】
　また、ホワイトボード部を照明する照明手段として、蛍光灯に代えて、白熱灯、ＬＥＤ
灯などを用いても良い。なお、照明手段の出力調整は、照明手段に供給する電力を制御す
ることにより行っても良いし、照明手段が調光機能を持つ場合に該調光機能を用いて行っ
ても良い。
【００９０】
　また、照明手段は、ホワイトボード部の内側の面を照明可能な箇所であれば、ホワイト
ボード部以外に取り付けられても良く、例えば筐体１０ａの右側壁や左側壁に取り付けて
も良い。また、各ホワイトボードを照明する照明手段の数は、１つに限らず、複数でも良
い。
【００９１】
　なお、コントローラ６０が、複数の照度センサの計測値に基づいて、ディスプレイ部１
０の輝度とホワイトボード部の照度の両方を調整しても良い。
【００９２】
　また、ディスプレイ部１０の輝度の制御において、ユーザがホワイトボード部に対する
筆記時に照度センサを一時的に覆ってしまい、不必要にディスプレイ部１０の輝度が低下
するケースが想定される。そこで、このようなケースを防ぐために、コントローラ６０に
よる照度センサの計測値の取得間隔を調整しても良い。この取得間隔を長めに設定するこ
とにより、一時的な照度低下の度にディスプレイ部１０の輝度が低下するのを抑制できる
。
【００９３】
　また、ホワイトボード部に人感センサ等の検知手段を設け、該検知手段によってユーザ
がホワイトボード部に近づいたことが検知されたときに、コントローラ６０が該検知手段
付近の照度センサの計測値を参照しないようにしても良い。
【００９４】
　また、ホワイトボード部への筆記時にユーザによって覆われない位置に照度センサを設
置しても良い。
【００９５】
　図１２には、座標検出装置２４の概略的構成が示されている。
【００９６】
　座標検出装置２４は、図１２に示されるように、表示面１１の４つの角部近傍にそれぞ
れ配置された４つの受発光手段３００、３０１、３０２、３０３、及び各受発光手段を制
御する制御部４００（図１８参照）を含んで構成される。ここでは、各受発光手段は、実
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質的に同一の構成を有しているが、互いに異なる構成とすることも可能である。
【００９７】
　各受発光手段は、図１３に示されるように、赤外線を出射する発光部２５５と、該発光
部２５５からの光の光路上に配置され該光を表示面１１に沿って扇形状に広がりながら進
行する光として出射する光学系と、赤外線を受光する受光部２５４とを含む。各発光部と
しては、例えばＬＤ（レーザダイオード）、ＶＣＳＥＬ（面発光レーザ）、ＬＥＤ（発光
ダイオード）等が挙げられる。
【００９８】
　図１２に戻り、表示面１１の四辺には、それぞれ再帰性反射部材３２０、３３０、３４
０、３４５が再帰反射面を表示面１１の中央に向けて設置されている。再帰性反射部材は
、入射した光を、入射角度によらずに同じ方向に反射する特性をもった部材である。
【００９９】
　表示面１１の左上の角部近傍に配置された受発光手段３００は、表示面１１に沿って赤
外線を照射可能であり、その照射範囲は右側の再帰性反射部材３３０及び下側の再帰性反
射部材３４０の全域である。
【０１００】
　また、表示面１１の右上の角部近傍に配置された受発光手段３０１は、表示面１１に沿
って赤外線を照射可能であり、その照射範囲は左側の再帰性反射部材３２０及び下側の再
帰性反射部材３４０の全域である。
【０１０１】
　また、表示面１１の左下の角部近傍に配置された受発光手段３０２は、表示面１１に沿
って赤外線を照射可能であり、その照射範囲は右側の再帰性反射部材３３０及び上側の再
帰性反射部材３４５の全域である。
【０１０２】
　また、表示面１１の右下の角部近傍に配置された受発光手段３０３は、表示面１１に沿
って赤外線を照射可能であり、その照射範囲は左側の再帰性反射部材３２０及び上側の再
帰性反射部材３４５の全域である。
【０１０３】
　制御部４００は、４つの受発光手段３００、３０１、３０２、３０３の発光部を制御し
、少なくとも２つの受発光手段の受光部の出力（出力信号）に基づいて指示入力手段（ペ
ン型入力装置や非発光体）による入力位置の座標を求める。制御部４００は、例えばＣＰ
Ｕ、チップセットを含んで構成される。
【０１０４】
　表示面１１に何も接触もしくは近接していない場合、受発光手段３００、３０１、３０
２、３０３の発光部から照射された赤外線は、再帰性反射部材３２０、３３０、３４０、
３４５で反射され、それぞれの反射光が受発光手段３００、３０１、３０２、３０３の受
光部で受光される。
【０１０５】
　ここで、図１４に示されるように、例えば手指、指示棒等の非発光体２００が表示面１
１に接触もしくは近接された場合、受発光手段３００、３０１、３０２、３０３から照射
された赤外線の一部が接触箇所もしくは近接箇所で遮断される。
【０１０６】
　そこで、表示面１１の外縁に沿って隣り合う２つの受発光手段の受光部の出力信号から
、該２つの受発光手段それぞれの出射位置と赤外線の一部が遮断された箇所（入力位置）
を通る直線の、表示面１１の横辺もしくは縦辺に対する傾斜角度を取得し、該傾斜角度の
組み合わせを三角測量の数式でＸＹ座標に変換することで、入力位置の座標を求めること
ができる。
【０１０７】
　図１２に戻り、ペン型入力装置１００は、その可動ペン先１２０が表示面１１に接触さ
れると、接触圧による可動ペン先１２０の変位により接触が検知される。接触が検知され
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ると、可動ペン先１２０の先端に搭載された発光素子１０５から赤外線が照射され、その
赤外線が受発光手段３００、３０１、３０２、３０３の受光部に入射する。このとき、表
示面１１の外縁に沿って隣り合う２つの受発光手段の受光部の出力（受光光量）に基づい
て、三角測量の数式で座標を演算子、ＸＹ座標に変換することができ、表示面１１に対す
るペン型入力装置１００による筆記時の入力位置の座標を求めることができる。
【０１０８】
　また、ペン型入力装置１００は、その可動ペン尻１３０が表示面１１に接触されると、
接触圧による可動ペン尻１３０の変位により接触が検知される。接触が検知されると、可
動ペン尻１３０の先端に搭載された発光素子１０５から赤外線が照射され、その赤外線が
受発光手段３００、３０１、３０２、３０３の受光部に入射する。このとき、表示面１１
の外縁に沿って隣り合う２つの受発光手段の受光部の出力（受光光量）に基づいて、三角
測量の数式で座標を演算子、ＸＹ座標に変換することができ、表示面１１に対するペン型
入力装置１００による消去時の入力位置の座標を求めることができる。
【０１０９】
　図１５は、ペン型入力装置１００の縦断面図である。図１５に示されるように、ペン型
入力装置１００は、円筒形状のペン本体１１０の一端に筆記ユニット１００Ａが設けられ
、ペン本体１１０の他端に消去ユニット１００Ｂが設けられている。筆記ユニット１００
Ａは、ペン本体１１０の先端凹部１１２に、可動ペン先１２０と、ペン先検知スイッチ１
４０とを有する。また、消去ユニット１００Ｂは、ペン本体１１０の後端凹部１１４に、
可動ペン尻１３０と、ペン尻検知スイッチ１５０とを有する。
【０１１０】
　ペン先検知スイッチ１４０、及びペン尻検知スイッチ１５０は、所謂プッシュスイッチ
からなり、それぞれ軸方向に突出する可動切片１４２、１５２を有する。可動切片１４２
、１５２は、可動ペン先１２０、可動ペン尻１３０と微小な隙間を介して離間している。
そのため、可動切片１４２、１５２は、可動ペン先１２０、可動ペン尻１３０が軸方向に
所定距離以上（上記微小隙間以上）移動したときに押圧され、スイッチのオフからオンに
切り替わる可動範囲（軸方向距離）を移動することで検知信号を出力するように構成され
ている。
【０１１１】
　ペン先検知スイッチ１４０、及びペン尻検知スイッチ１５０は、一端が先端凹部１１２
、後端凹部１１４の奥部に形成された隔壁１１３、１１５に固定されている。また、ペン
先検知スイッチ１４０、及びペン尻検知スイッチ１５０は、他端より突出する可動切片１
４２、１５２をオフの位置に押圧するバネ部材が内蔵されている。
【０１１２】
　ペン型入力装置１００は、ペン本体１１０の内部空間１１６に送信回路ユニット（送信
手段）１８０が収納されている。また、送信回路ユニット１８０は、信号入力部１８２と
、信号処理部１８４と、検知信号送信部１８６とを有する。
【０１１３】
　信号入力部１８２は、ペン先検知スイッチ１４０やペン尻検知スイッチ１５０からの検
知信号が入力される。信号処理部１８４は、信号入力部１８２を介して入力された検知信
号を可動ペン先１２０や可動ペン尻１３０の発光素子１０５の駆動信号に変換して検知信
号送信部１８６に送る。検知信号送信部１８６は、駆動信号を発光素子１０５に印加して
、該発光素子１０５から無線信号（筆記検知信号や消去検知信号）としての赤外線を発信
する。
【０１１４】
　すなわち、ペン型入力装置１００は、可動ペン先１２０又は可動ペン尻１３０が表示面
１１に接触すると、赤外線を放射する。
【０１１５】
　また、再帰性反射部材３２０、３３０、３４０、３４５の長さを変更することで、サイ
ズの拡張を簡単に行えるため、様々なサイズのフラットパネルに対応可能なだけでなく、
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プロジェクタなどの投影装置にも対応可能である。
【０１１６】
　図１６は、表示装置１の主要部を模式的に示す図である。図１７は、表示装置１の制御
系の構成を示すブロック図である。ディスプレイ部１０は、図１６及び図１７から分かる
ように、コントローラ６０により制御され、入力操作される各種画面操作部２６やユーザ
ＰＣ８３から取り込まれた画像を表示面１１に表示する。
【０１１７】
　また、コントローラ６０は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）ケー
ブル７０が接続されるＵＳＢソケット７２、ＶＧＡ（Ｖｉｄｅｏ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａｒ
ｒａｙ）やＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition Multimedia Interface）、Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｐｏｒｔといったケーブル８０が接続される入力ソケット８２を有する。
【０１１８】
　また、コントローラ６０は、前述したように複数（例えば８つ）の照度センサ９５、９
６、９７、９８、９１、９２、９３、９４の計測値に基づいて、ディスプレイ部１０の輝
度やホワイトボード部の照度を調整（照明手段の出力を調整）し、ディスプレイ部１０と
ホワイトボード部を同時に見るユーザが感じる明るさ感を近似もしくは一致させる。
【０１１９】
　ユーザＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）９０は、ＵＳＢソケット７２及び
ＶＧＡやＨＤＭＩ（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔなどの信号を入力する入力ソケ
ット８２を介してコントローラ６０と接続される。
【０１２０】
　また、ユーザＰＣ８３は、磁気ディスク装置などからなるストレージ８５（図１７参照
）を有する。ストレージ８５には、各種コンテンツ及びコンテンツ表示用アプリケーショ
ンソフトウエアなどのプログラムが格納されている。 
【０１２１】
　そして、操作者は、ストレージ８５に格納されたコンテンツの中から所望のコンテンツ
を選択することで、モニタ８４（図１６参照）に当該コンテンツを表示させる。
【０１２２】
　そこで、コントローラ６０は、ユーザＰＣ８３のモニタ８４に表示された画像データが
ＵＳＢケーブル７０及びＶＧＡケーブル８０を介して転送されると、ディスプレイ部１０
のユーザＰＣ画面２８にモニタ８４に表示された画像データと同じ画像を表示する。
【０１２３】
　また、コントローラ６０は、光ファイバなどの通信回線２０５及びネットワークソケッ
ト２０２を介してインターネット又はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等
のネットワーク２０４にも接続される。
【０１２４】
　図１８は、表示装置１のコントローラ６０の構成を示すブロック図である。図１８に示
されるように、コントローラ６０は、コントローラオペレーティングシステム部２２０と
、アプリケーション部２３０と、映像入力デバイス部２４０と、タッチパネルドライバ部
２５０とを有する。
【０１２５】
　アプリケーション部２３０は、イベント信号判断部２３１と、映像入力処理部２３２と
、画像描画処理部２３４と、画面消去処理部２３６と、画面操作処理部２３８とを有する
。
【０１２６】
　コントローラオペレーティングシステム部２２０は、コントローラ６０で行う制御処理
を管理、実行するメイン制御部である。 
【０１２７】
　アプリケーション部２３０は、ディスプレイ部１０の表示面１１に表示される画像全体
を生成する制御処理、ユーザＰＣ画面２８に表示する制御処理、ペン型入力装置１００の
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可動ペン先１２０もしくは可動ペン尻１３０が表示面１１に接触し、筆記検知信号もしく
は消去検知信号が検知された場合、ならびに表示面１１に対する例えば手指、指示棒等の
非発光体による入力（接触もしくは近接）が検知された場合に、筆記された図形や文字な
どを表示もしくは消去する制御処理を行う。
【０１２８】
　イベント信号判断部２３１は、コントローラオペレーティングシステム部２２０から入
力されるイベント信号を監視しており、入力されたイベント信号に応じた制御処理を行う
。
【０１２９】
　映像入力処理部２３２は、ユーザＰＣ８３から入力された画像を表示面１１のユーザＰ
Ｃ画面２８に表示するための制御処理を行う。
【０１３０】
　画像描画処理部２３４は、イベント信号判断部２３１を介して座標検出装置２４から入
力される座標情報に基づいて手書きのグラフィックを生成し、既に表示された画像に手書
きのグラフィックを重畳してディスプレイ部１０の表示面１１に表示する。
【０１３１】
　画面消去処理部２３６は、イベント信号判断部２３１を介して座標検出装置２４から入
力される座標情報に基づいて現在表示されている画像の背景色でグラフィックを生成し、
既に表示された画像に背景色のグラフィックを重畳してディスプレイ部１０の表示面１１
に表示する。
【０１３２】
　これにより、ディスプレイ部１０に表示された手書きグラフィックに背景色のグラフィ
ックが重畳されて見かけ上は、表示面１１から消去される。
【０１３３】
　画面操作処理部２３８は、座標検出装置２４から入力される座標情報（座標信号）をマ
ウスイベントなどのポインティングディバイス信号に変換し、ディスプレイ部１０の表示
面１１に表示される画面操作部２６のオン・オフ操作による処理を行う。
【０１３４】
　また、座標検出装置２４の受発光手段３００、３０１、３０２、３０３により検知され
たペン型入力装置１００が接触した位置の座標情報をマウスダウンイベントとして座標値
と共にコントローラオペレーティングシステム部２２０に伝送する。
【０１３５】
　また、ペン型入力装置１００が座標検出装置２４の表示面１１に接触したまま移動させ
られた場合、マウスアップイベントとして座標値と共にコントローラオペレーティングシ
ステム部２２０に伝送する。
【０１３６】
　タッチパネルドライバ部２５０は、ペン型入力装置１００からペン信号受信部２１０を
介して入力された筆記検知信号又は消去検知信号と、座標検出装置２４から入力された座
標信号を所定のイベント信号に変換してコントローラオペレーティングシステム部２２０
に伝送する。
【０１３７】
　図１９は、発光素子がペン本体に搭載されたペン型入力装置１００、１０１、１０２の
入力検知ならびに入力位置検出の構成を示した図である。各ペン型入力装置は、実質的に
同一の構成を有している。ここでは、４つの受発光手段３００、３０１、３０２、３０３
の発光部は消灯している。また、受発光手段３００の出射位置とペン型入力装置１０１、
１０２による入力位置が同一直線上にあり、受発光手段３０１の出射位置とペン型入力装
置１００、１０２よる入力位置が同一直線上にある。
【０１３８】
　各ペン形入力装置の可動ペン先が表示面１１に接触された場合、その発光素子から照射
された赤外線が受発光手段３００、３０１、３０２、３０３に入射する。これにより、該
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ペン型入力装置が表示面１１に接触した位置（入力位置、タッチ位置）での赤外線光量が
大きくなり、その位置を推定するための角度を、少なくとも２つの受発光手段の受光部の
出力から得ることができる。受光部の出力を「受光光量」とも呼ぶ。
【０１３９】
　図２０（Ａ）は、図１９に示されるように配置された３つのペン型入力装置１００、１
０１、１０２の発光素子が発光したときに、受発光手段３００、３０１で検知される光量
を示した図である。
【０１４０】
　図２０（Ａ）から分かるように、各発光素子から赤外線が発せられた際、その位置の光
量が突出して大きくなる。これにより、表示面１１に複数のペン型入力装置が接触してい
ることを検知できる。
【０１４１】
　ここで、受発光手段３００、３０１の受光部の出力から得られる角度の組み合わせが（
θ１１、θ２１）のみであると仮定する。この場合、ペン型入力装置１００の発光素子１
０５のみが発光している、すなわちペン型入力装置１００による入力のみがあると推定で
き、（θ１１、θ２１）を用いた三角測量により、その入力位置（タッチ位置）の座標（
Ｘ１、Ｙ１）を一義的に求めることができる。
【０１４２】
　しかし、実際に３つのペン型入力装置１００、１０１、１０２の発光素子が発光してい
る場合、受発光手段３００、３０１の受光部の出力（受光光量）から得られる角度の組み
合わせは（θ１１、θ２１）、（θ１１、θ２２）、（θ１２、θ２１）、（θ１２、θ

２２）の合計４つあり、これら４つの組み合わせのどの組み合わせで決まる位置でペン型
入力装置による入力があるかを正確に推定することは困難である。図２０において、実際
には（θ１１、θ２１）、（θ１２、θ２２）、（θ１２、θ２１）でそれぞれ決まる３
つの位置に対してペン型入力装置１００、１０１、１０２による入力があるが、例えば（
θ１１、θ２２）で決まる位置に対してもペン型入力装置による入力があると誤検知した
り、例えば（θ１２、θ２１）で決まる位置に対してはペン型入力装置による入力はない
と誤検知するおそれがある。
【０１４３】
　すなわち、図１９における３つのペン型入力装置１００、１０１、１０２による入力位
置は、２つの受発光手段３００、３０１の受光光量のみからでは、正確に推定できず、誤
検知が生じるおそれがある。
【０１４４】
　そこで、受発光手段３００、３０１の受光光量に加えて、図２０（Ｂ）に示される２つ
の受発光手段３０２、３０３の少なくとも一方の受光光量を用いてペン型入力装置による
入力位置を推定することが好ましい。
【０１４５】
　この場合、受発光手段３００、３０１の受光光量から得られた角度（図２０（Ａ）参照
）と、受発光手段３０２、３０３の少なくとも一方の受光光量から得られた角度（図２０
（Ｂ）参照）を組み合わせることにより、入力位置を推定するための角度情報を増やすこ
とができるため、複数のペン型入力装置による入力が同時にあった場合でも、それぞれの
入力位置を正確に推定し、その座標を求めることができる。
【０１４６】
　例えば、３つの受発光手段３００、３０１、３０２から得られる角度の組み合わせ（θ

１１、θ２１、θ３１）、（θ１２、θ２２、θ３２）、（θ１２、θ２１、θ３３）か
ら、それぞれに対応する３つの位置での入力を正確に検知でき、さらに２つの受発光手段
３００、３０１から得られる角度の組み合わせ（θ１１、θ２１）、（θ１２、θ２２）
、（θ１２、θ２１）をそれぞれ用いて三角測量を行うことで、対応する入力位置の座標
（Ｘ１、Ｙ１）、（Ｘ２、Ｙ２）、（Ｘ３、Ｙ３）を求めることができる。結果として、
３つのペン型入力装置１００、１０１、１０２による入力位置の座標を正確に求めること
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ができる。すなわち、上記のような誤検知を防止できる。
【０１４７】
　また、例えば、４つの受発光手段３００、３０１、３０２、３０３から得られる角度の
組み合わせ（θ１１、θ２１、θ３１、θ４１）、（θ１２、θ２２、θ３２、θ４２）
、（θ１２、θ２１、θ３３、θ４３）から、それぞれに対応する３つの位置での入力を
正確に検知でき、さらに２つの受発光手段３００、３０１から得られる角度の組み合わせ
（θ１１、θ２１）、（θ１２、θ２２）、（θ１２、θ２１）をそれぞれ用いて三角測
量を行うことで、対応する入力位置の座標（Ｘ１、Ｙ１）、（Ｘ２、Ｙ２）、（Ｘ３、Ｙ
３）を求めることができる。結果として、３つのペン型入力装置１００、１０１、１０２
による入力位置を正確に求めることができる。すなわち、上記のような誤検知をより防止
できる。
【０１４８】
　なお、４つの受発光手段から得られる角度の組み合わせを用いる場合には、４つのペン
型入力装置による入力が同時にあった場合でも、それぞれの入力位置の座標を求めること
もできる。
【０１４９】
　また、上記２つの例では、２つの受発光手段３００、３０１の受光光量に基づいて三角
測量（入力位置の座標の計算）を行うこととしているが、これに代えて、２つの受発光手
段３００、３０２の受光光量や、２つの受発光手段３０２、３０３の受光光量や、２つの
受発光手段３０３、３０１の受光光量に基づいて三角測量（入力位置の座標の計算）を行
うこととしても良い。要は、表示面１１に沿って隣り合う２つの受発光手段の受光光量に
基づいて三角測量を行うことが好ましい。
【０１５０】
　以上の説明から分かるように、表示面１１の外縁に沿って配置される受発光手段の数が
多いほど、より多くのペン型入力装置による入力位置の座標を同時に求めることができる
。また、ペン型入力装置の発光素子から発せられる赤外線を、例えば手のひらなどで遮断
してしまった場合でも、いずれかの受発光手段から得られる角度を用いて、該ペン型入力
装置による入力位置を推定することが可能となる。
【０１５１】
　なお、受発光手段を増設する場合は、例えば表示面１１の頂点間の位置近傍に配置して
も良い。
【０１５２】
　図２１は、例えば手指、指示棒等の非発光体２００の入力検知及び入力位置検出の構成
を示した図である。ここでは、４つの受発光手段３００、３０１、３０２、３０３の発光
部が点灯している。
【０１５３】
　図２２は、受発光手段３００、３０１、３０２、３０３から照射されている赤外線が、
指等の非発光体２００によって遮断された場合の、受発光手段３００、３０１、３０２、
３０３で検出される光量を示した図である。
【０１５４】
　受発光手段３００、３０１、３０２、３０３からは赤外線が常に照射されている。各受
発光手段からの赤外線は、表示面１１の四辺にそれぞれ配置された４つの再帰性反射部材
３２０、３３０、３４０、３４５で反射され、該受発光手段に戻ってくる。
【０１５５】
　受発光手段からの赤外線の光路を非発光体２００で遮断すると、該受発光手段に赤外線
が戻ってこず、図２２に示されるようにその部分のみ光量が減るため、受発光手段３００
、３０１の受光光量から得られる角度θ１、θ２や、受発光手段３０２、３０３の受光光
量から得られる角度θ３、θ４を用いて三角測量を行うことで、非発光体２００による入
力位置の座標（Ｘ、Ｙ）を求めることができる。
【０１５６】
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　また、この例では、２つの受発光手段３００、３０１の受光光量や、２つの受発光手段
３０３、３０４の受光光量に基づいて三角測量（入力位置の座標の計算）を行うこととし
ているが、これに代えて、２つの受発光手段３００、３０２の受光光量や、２つの受発光
手段３０２、３０３の受光光量や、２つの受発光手段３０３、３０１の受光光量に基づい
て三角測量（入力位置の座標の計算）を行うこととしても良い。
【０１５７】
　また、上述した複数のペン型入力装置による入力位置の座標検出の場合と同様に、複数
の非発光体２００が表示面１１に同時に接触もしくは近接しても、４つの受発光手段３０
０、３０１、３０２、３０３の受光光量から得られる角度θ１、θ２、θ３、θ４の少な
くとも３つを用いることで、複数の非発光体２００による入力位置を正確に求めることが
可能となる。
【０１５８】
　以上説明した本実施形態の表示装置１、変形例（その１）の表示装置１´及び変形例（
その２）の表示装置１´´は、第１の観点からすると、開口部を有する筐体１０ａと、開
口部を介して表示面１１が露出するように筐体１０ａに収容され、タッチパネル機能を有
する表示部と、筐体１０ａに回動可能に設けられ、書込み可能な右側ホワイトボード部２
０及び左側ホワイトボード部３０（書き込み可能な２つの板状部材）と、を備えている。
【０１５９】
　この場合、タッチパネル機能が動作していないときでも書込みを行うことができる。
【０１６０】
　具体的には、表示装置１では、装置に電源を投入してからタッチパネル機能が動作可能
になるまでにホワイトボード部に書込み可能であり、またタッチパネル機能に不具合（例
えば動作不良）が生じてもホワイトボード部に書込み可能である。
【０１６１】
　一方、特開２０００－１１８１９０号公報には、黒板の防水の目的で、黒板に開閉式の
カバー（回動可能なカバー）を取り付ける技術が開示されている。
【０１６２】
　しかし、タッチパネル機能を有する表示装置に開閉式のカバーを取り付けても、該カバ
ーに書き込みはできない。この場合、例えば表示装置に電源を投入してから書き込み可能
になるまで（タッチパネル機能が動作可能になるまで）に時間を要し、またタッチパネル
機能に不具合（例えば動作不良）が生じたときには書込みを行うことができない。すなわ
ち、タッチパネル機能が動作していないときには書込みを行うことができない。
【０１６３】
　また、本実施形態の表示装置１、変形例（その１）の表示装置１´及び変形例（その２
）の表示装置１´´は、第２の観点からすると、開口部を有する筐体１０ａと、開口部を
介して表示面１１が露出するように筐体１０ａに収容されたフラットパネル１０ｂ（表示
部の一部）と、筐体１０ａに設けられた、書込み可能な右側ホワイトボード部２０及び左
側ホワイトボード部３０（書き込み可能な２つの板状部材）と、右側ホワイトボード部２
０及び左側ホワイトボード部３０の照度を計測する、複数（例えば８つ）の照度センサを
含む計測手段と、該計測手段での計測結果に基づいてフラットパネル１０ｂの輝度を調整
するコントローラ６０（調整手段）と、を備えている。
【０１６４】
　この場合、フラットパネル１０ｂの明るさ感を各ホワイトボード部の明るさ感に合わせ
ることができる。この結果、表示部と板状部材を同時に視認し易くすることができる。
【０１６５】
　また、複数（例えば２つ）の板状部材は、筐体１０ａの右側部の周りに回動可能な右側
ホワイトボード部２０と、筐体１０ａの左側部の周りに回動可能な左側ホワイトボード部
３０と、を含み、計測手段は、左側ホワイトボード部３０の照度を計測する複数（例えば
４つ）の第１の照度センサと、右側ホワイトボード部２０の照度を計測する複数（例えば
４つ）の第２の照度センサと、を含んでいる。
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【０１６６】
　この場合に、コントローラ６０は、第１及び第２の照度センサの計測値に応じてフラッ
トパネル１０ｂの輝度を表示面１１内で異ならせることが好ましい。
【０１６７】
　さらに、コントローラ６０は、フラットパネル１０ｂの輝度を表示面１１内で１次元的
又は２次元的に異ならせることが好ましい。
【０１６８】
　例えば右側ホワイトボード部２０の照度と左側ホワイトボード部３０の照度に応じて、
フラットパネル１０ｂの輝度を左右方向に１次元的に異ならせる場合に、左側ホワイトボ
ード部３０に近いフラットパネル１０ｂの左端から、右側ホワイトボード部２０に近いフ
ラットパネル１０ｂの右端まで単調に増加又は減少させることにより、両ホワイトボード
部の照度が異なっていても、フラットパネル１０ｂ自体の輝度変化による視認性の低下を
抑制しつつ、フラットパネル１０ｂと各ホワイトボード部の同時視認性の低下を抑制する
ことができる。
【０１６９】
　また、例えば各ホワイトボード部の上端の照度と下端の照度に応じて、フラットパネル
１０ｂの輝度を上下方向に１次元的に異ならせる場合に、各ホワイトボード部の上端に近
いフラットパネル１０ｂの上端から、各ホワイトボード部の下端に近いフラットパネル１
０ｂの下端まで単調に増加又は減少させることにより、各ホワイトボード部の上端と下端
の照度が異なっていても、フラットパネル１０ｂ自体の輝度変化による視認性の低下を抑
制しつつ、フラットパネル１０ｂと各ホワイトボード部の同時視認性の低下を抑制するこ
とができる。
【０１７０】
　また、例えば右側ホワイトボード部２０の照度と左側ホワイトボード部３０の照度と各
ホワイトボード部の上端の照度と下端の照度に応じて、フラットパネル１０ｂの輝度を上
下左右方向に２次元的に異ならせることにより、各ホワイトボード部の照度が２次元的に
異なっていても、フラットパネル１０ｂと各ホワイトボード部の同時視認性の低下を抑制
することができる。
【０１７１】
　また、本実施形態の表示装置１、変形例（その１）の表示装置１´及び変形例（その２
）の表示装置１´´は、第３の観点からすると、開口部を有する筐体１０ａと、開口部を
介して表示面１１が露出するように筐体１０ａに収容されたフラットパネル１０ｂ（表示
部の一部）と、筐体１０ａに設けられた、書き込み可能な右側ホワイトボード部２０及び
左側ホワイトボード部３０（書き込み可能な２つの板状部材）と、右側ホワイトボード部
２０及び左側ホワイトボード部３０の照度を計測する、複数（例えば８つ）の照度センサ
を含む計測手段と、右側ホワイトボード部２０及び左側ホワイトボード部３０をそれぞれ
照明する複数（例えば２つ）の照明手段と、計測手段での計測結果及びフラットパネル１
０ｂの輝度に基づいて複数の照明手段の出力を調整するコントローラ６０（調整手段）と
、を備えている。
【０１７２】
　この場合、各ホワイトボード部の明るさ感をフラットパネル１０ｂの明るさ感に合わせ
ることができる。この結果、表示部と板状部材を同時に視認し易くすることができる。
【０１７３】
　また、コントローラ６０は、フラットパネル１０ｂの輝度とホワイトボード部の照度の
相関関係を参照して上記調整を行うことが好ましい。
【０１７４】
　また、計測手段は、ホワイトボード部の照度を計測する複数（例えば４つ）の照度セン
サを含むことが好ましい。
　この場合、複数の照度センサの計測値を用いることにより、ホワイトボード部の面内の
照度分布に対応することが可能となる。
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【０１７５】
　また、複数の照度センサは、ホワイトボード部の外縁の複数箇所にそれぞれ配置されて
いることが好ましい。
【０１７６】
　また、コントローラ６０は、複数の照度センサのうち少なくとも２つの照度センサの計
測値の平均値を用いて上記調整を行うことが好ましい。
【０１７７】
　また、フラットパネル１０ｂは、タッチパネル機能を有しているため、表示装置１、１
´、１´´は、アナログホワイトボード付き電子黒板として用いることが可能である。
【０１７８】
　また、本実施形態の表示装置１、変形例（その１）の表示装置１´及び変形例（その２
）の表示装置１´´は、第４の観点からすると、開口部を有する筐体１０ａと、開口部を
介して表示面１１が露出するように筐体１０ａに収容されたフラットパネル１０ｂと、筐
体１０ａに設けられた、書込み可能な右側ホワイトボード部２０及び左側ホワイトボード
部３０（書き込み可能な２つの板状部材）と、右側ホワイトボード部２０及び左側ホワイ
トボード部３０の照度を計測する、複数（例えば８つ）の照度センサを含む計測手段と、
右側ホワイトボード部２０及び左側ホワイトボード部３０をそれぞれ照明する複数（例え
ば２つの）照明手段と、計測手段での計測結果に基づいてフラットパネル１０ｂ（表示部
の一部）の輝度及び照明手段の出力の少なくとも一方を調整するコントローラ６０（調整
手段）と、を備えている。
【０１７９】
　この場合、各ホワイトボード部の明るさ感とフラットパネル１０ｂの明るさ感を合わせ
ることができる。この結果、表示部と板状部材を同時に視認し易くすることができる。
【０１８０】
　上記第４の観点からの表示装置では、照明手段によりホワイトボード部を照明できるの
で、環境照度（当該照明手段以外の照明設備、太陽光等による照度）が低い場合であって
も、ホワイトボード部の照度を視認し易い高さ（明るさ感がフラットパネル１０ｂと同等
となる高さ）にすることができる。このため、コントローラ６０は、照明手段の出力を一
定に保ちつつ（照明手段の出力を調整することなく）、フラットパネル１０ｂの輝度を微
調整するだけで、フラットパネル１０ｂとホワイトボード部の同時視認性を向上させるこ
ともできる。
【０１８１】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態の表示装置１は、例えばプレゼンテーショ
ン、会議等において、ホワイトボード部に対して常時書込みが可能であるため、タッチパ
ネル機能を有する表示部に対して書き込みができないときに特に有効である。また、表示
装置１は、閉じ形態においてホワイトボード部のみに対して書き込み可能であり、開き形
態において表示部及びホワイトボード部のいずれに対しても書き込み可能であり、非常に
使い勝手が良い。さらに、開き形態において表示部とホワイトボード部の同時視認性に優
れる。
【０１８２】
　なお、本発明の表示装置は、上記実施形態の表示装置１、変形例（その１）の表示装置
１´、変形例（その２）の表示装置１´´に限定されず、適宜変更可能である。
【０１８３】
　例えば、表示装置は、開き形態においてホワイトボード部を筐体に固定する固定手段を
有していなくても良い。この場合、表示装置は閉じ形態ではホワイトボード部の揺れが生
じ難いので、タッチパネル機能を使用しないときや、タッチパネル機能が動作していない
ときは閉じ形態で用いることが好ましい。
【０１８４】
　また、表示装置が固定手段を有していない場合は、ヒンジのトルクを大きくして、ホワ
イトボード部への書き込み時の揺れを抑制しても良い。但し、この場合、ホワイトボード
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部の開閉時に相当な力を要する。
【０１８５】
　また、固定手段は、取付金具１０１０を有していなくても良い。この場合、最大開き角
度を変更するための機構を設けても良い。但し、この場合、構成の煩雑化や、突き当て時
の剛性が低下することが懸念される。
【０１８６】
　また、表示装置は、閉じ形態においてホワイトボード部を筐体に固定する手段として、
外付けのロック装置を用いても良い。
【０１８７】
　また、表示装置は、閉じ形態においてホワイトボード部を筐体に固定する手段を有して
いなくても良い。
【０１８８】
　また、表示装置のホワイトボード部の数は、２つに限らず、１つ又は３つ以上であって
も良い。
【０１８９】
　例えば、表示面の全域を覆う単一のホワイトボード部を用いても良いし、ホワイトボー
ド部２０、３０の少なくとも一方を上下に複数分割し、分割された各ホワイトボード部を
筐体に対して個別に回動可能としても良い。
【０１９０】
　また、表示装置は、ホワイトボード部に代えて、黒板部を用いても良い。
【０１９１】
　また、ホワイトボード部や黒板部は、ディスプレイ部１０の表示面１１とは反対側の面
（背面）の少なくとも一部を覆う閉じ位置と該少なくとも一部を露出させる開き位置との
間で回動可能に筐体１０ａに設けられても良い。この場合も、開き位置に位置するホワイ
トボード部を筐体に固定するための固定手段を有することが好ましい。
【０１９２】
　また、ホワイトボード部や黒板部は、両面に書込み可能なものに限らず、片面のみに書
込み可能なものであっても良い。すなわち、閉じ位置に位置するホワイトボード部の、表
示面１１に対向する面（内側の面）のみを書込み可能な面としても良いし、該対向する面
の反対側の面（外側の面）のみを書込み可能な面としても良い。なお、ホワイトボード部
の外側の面と表示面１１を同時に視認するような使用を行う場合には、ホワイトボード部
の外側の面の照度を計測可能に照度センサを設けたり、ホワイトボード部の外側の面を照
明するように照明手段を設けても良い。
【０１９３】
　また、上記実施形態において、ヒンジや固定手段の数は、ホワイトボード部の数、大き
さ等に応じて、適宜変更可能である。
【０１９４】
　また、取付金具１０１０は、固定手段の構成要素でなくても良い。
【０１９５】
　また、上記実施形態の座標検出装置２４は、受発光手段を４つ有しているが、これに限
らず、例えば以下に説明する変形例１、２のように、適宜変更可能である。以下の変形例
の座標検出装置は、受発光手段の数が異なる点を除いて、上記実施形態の座標検出装置２
４と実質的に同一の構成を有する。
【０１９６】
《変形例１》
　例えば、図２３（Ａ）及び図２４（Ａ）に示される変形例１の座標検出装置２４´のよ
うに、２つの受発光手段３００、３０１のみを有していても良い。この場合、発光ペンに
よる入力位置の座標検出時に２つの受発光手段３００、３０１の受光光量から得られる角
度θ１、θ２（図２３（Ｂ）参照）から発光ペンによる入力位置の座標を検出し、非発光
体による入力位置の座標検出時に２つの受発光手段３００、３０１の受光光量から得られ
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る角度θ１、θ２（図２４（Ｂ）参照）から非発光体による入力位置の座標を検出しても
良い。
【０１９７】
《変形例２》
　また、例えば、図２５（Ａ）及び図２６（Ａ）に示される変形例２の座標検出装置２４
´´のように、３つの受発光手段３００、３０１、３０２のみを有していても良い。この
場合、発光ペンによる入力位置の座標検出時に３つの受発光手段３００、３０１、３０２
の受光光量から得られる角度θ１１、θ１２、θ２１、θ２２、θ３１、θ３２（図２５
（Ｂ）参照）を用いて発光ペンによる入力を検知し、（θ１１、θ２１）、（θ１２、θ

２２）から、該発光ペンによる入力位置の座標を検出しても良い。また、非発光体による
入力位置の座標検出時に２つの受発光手段３００、３０１の受光光量から得られる角度θ

１１、θ１２、θ２１、θ２２（図２６（Ｂ）参照）から非発光体による入力を検知し、
（θ１１、θ２１）、（θ１２、θ２２）から、該非発光体による入力位置の座標を検出
しても良い。
【０１９８】
　また、図２７に示されるように、発光ペンと非発光体による入力が同時に有った場合で
も、上記座標検出装置２４、２４´、２４´´を用いることにより、発光ペン及び非発光
体の一方による入力位置の座標の検出が完了後、即座に他方による入力位置の座標を検出
することができる。
【０１９９】
　なお、上記実施形態及び各変形例では、受発光手段の発光部や発光ペンの発光素子から
放射する光（無線信号）として赤外線を用いているが、これに限らず、他の波長帯の光（
好ましくは不可視光）を用いても良い。この場合も、放射する光の波長を、発光部間や、
発光部と発光素子の間で同一にすることが好ましい。
【０２００】
　また、上記実施形態及び各変形例では、制御部４００は、コントローラ６０とは別に設
けられているが、コントローラの一部であっても良い。また、制御部４００を設けずに、
コントローラ６０の一部（例えばコントローラオペレーティングシステム部２２０）が制
御部４００の機能を担っても良い。
【０２０１】
　また、上記実施形態及び各変形例では、表示部は、座標検出装置２４を有しているが、
有していなくても良い。すなわち、表示部は、タッチパネル機能を有していなくても良い
。
【０２０２】
　以下に、発明者らが上記実施形態及び各変形例を発案するに至った思考プロセスを説明
する。
【０２０３】
　従来、パソコンなどのデータを表示するだけでなく、専用電子ペンでディスプレイ部に
直接書き込んだり、離れた拠点と書き込みを共有できる電子情報ボードシステム(電子黒
板)が知られている。
【０２０４】
　しかし、このような電子情報ボードシステムは、電源を入れてから書き込み可能になる
までに時間が必要であり、会議等ですぐに書き込みが必要な場合に書き込めないという問
題がある。
【０２０５】
　そこで、この問題を解決するために、例えば上記電子情報ボードシステムにアナログホ
ワイトボードをヒンジで開閉可能に取り付けることが考えられる。
【０２０６】
　しかし、上記電子情報ボードシステムにアナログホワイトボードを取り付けた場合に、
ディスプレイ部はバックライト等により照明されている一方、アナログホワイトボードは
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周辺光を反射するのみであるため、ディスプレイ部とアナログホワイトボードの明るさに
差が生じる。
【０２０７】
　従って、ディスプレイ部とアナログホワイトボードに筆記された文字、記号、線画等を
ユーザが同時に視認し難いという問題があった。
【０２０８】
　そこで、発明者らは、この問題を解決すべく、上記実施形態及び各変形例を発案するに
至った。
【符号の説明】
【０２０９】
　１、１´、１´´…表示装置、１０ａ…筐体、１０ｂ…フラットパネル（表示部の一部
）、１１…表示面、２０…右側ホワイトボード部（板状部材）、２４…座標検出装置（表
示部の一部）、３０…左側ホワイトボード部（板状部材）、６０…コントローラ（調整手
段）、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、１９２、１９４、１９５、１
９７…照度センサ、１６０、１６５…蛍光灯（照明手段）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２１０】
【特許文献１】特開２０１６－０２９７８９号公報
【特許文献２】特開２０１５－１３８２９９号公報
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【図２０】 【図２１】
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